
このコーナーに関するご質問などは、多治見税務署（　○22 0101）または、市税務課（内線171・172 ）へどうぞ。 



申告で国民年金保険料の社会保険料控除を受ける場合
は、納付したことを証明する社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書が必要です。証明書がない場合は、控除
が受けられませんので、申告の際には、必ずこの書類を
お持ちください。また、現在国民年金保険料の収納事務
は、社会保険事務所で行っています。詳しくは、多治見
社会保険事務所（　○22 0255）へお尋ねください。 
※　4　頁中段参照 

自営業の方または、譲渡所得のあった方（土地・建物
などを売却された方）については、多治見税務署でのみ
納税相談（確定申告）を行います。そのため、市役所に
お越しいただいても申告の受け付けができませんので、
多治見税務署へお出掛けください（申告書が完成して提
出のみの方は、市役所で提出できます。また、自営業の
方は収支内訳書の作成が必要です）。 

平成18年分の所得税の確定申告書受付期間は、　2　月16日（金）
から　3　月15日（木）までです（土・日曜日を除く）。税務署では、
原則として職員による代筆は行いませんが、職員のアドバイス
により、申告される方ご自身で申告書を作成していただける体
制を整えています。また、申告書の提出は郵送でも可能です。
多治見税務署（〒507-8706　多治見市音羽町　1　丁目35番地）ま
でお送りください。 


